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緑の基本計画について 1 

第１章 はじめに 

１ 緑の基本計画とは 

近年の環境問題に関する関心の高まりや自然とのふれあいに対する国民のニーズに応え、都市に

おける良好な生活環境を形成するためには、一定の目標の下に、都市公園の整備、特別緑地保全地

区の決定など都市計画制度に基づく施策と、民間建築物や公共公益施設の緑化、緑地協定、ボラン

ティア活動、各種イベントなど都市計画制度によらない施策や取組を体系的に位置づけ、官民連携

の下、計画的かつ系統的に緑地の保全・創出を図ることが必要です。 

緑の基本計画制度は、地域の実情を十分に勘案するとともに、施設の管理者や住民などの協力を

得つつ、官民一体となって緑地の保全及び緑化の推進に関する施策や取組みを総合的に展開するこ

とを目的として、住民に最も身近な地方公共団体である市区町村が総合的な都市における緑に関す

るマスタープランとなる基本計画を策定できることとしたものです。（都市緑地法運用指針 2021（令

和３）年８月３日改正） 

２ 計画の位置づけ 

緑の基本計画の位置づけを以下に示します。 

 

  

犬山市総合計画 

 

犬山市都市計画 

マスタープラン 

【関連計画】 

 犬山市環境基本計画 

 犬山市景観計画 等 

愛知県広域緑地計画 

 

犬山市 

緑の基本計画 

 

即する 即する 

関連 

整合 

犬山市が定める計画 

愛知県が定める計画 
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３ 対象となる緑と計画期間 

１）対象となる緑 

本計画で対象となる緑は、公園緑地などの公共施設の緑、街路樹、水面や水辺の緑、農地や森林

に加え、都市に潤いを与える民間施設や住宅地など民有地の緑を含みます。 

また、農地や森林などは、民有地の緑としてだけではなく、地域の貴重な資源として公共的な緑

として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）計画期間 

緑の基本計画は、「犬山市都市計画マスタープラン」との整合をとるため、2023（令和５）年度か

ら 8年間の 2030（令和 12）年度末を計画期間とします。 

 

  

公共施設の緑（市役所） 水辺の緑（犬山城周辺） 河畔の緑（木曽川） 

農地 街路樹 公園緑地 

住宅地の緑 民間施設の緑（工場緑化） 森林の緑（八曽） 
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４ 上位計画 

１）第６次犬山市総合計画（案） ※策定中 

第６次犬山市総合計画は、長期的な市政の方向性を示し、市民と行政が主体的かつ計画的に取組

みを進め、持続可能な町を実現するために、３つの役割（「市の最上位計画であり、犬山市政の道し

るべとなる“羅針盤”」「市民の参画と行政の協働による“まちづくりの行動指針”」「計画的なまち

づくりの達成状況を測る“進行管理の基準”」）を担うものです。 

■基本構想 

【まちの将来像】 

水と緑と伝統 

みんなつながり みんなうるおう 

豊かさ実感都市 犬山 

【まちづくりの基本方針】 

◆基本目標１ 誰もが育ち、楽しみ、活躍できるまちへ 

◆基本目標２ 産業が栄えるまちへ 

◆基本目標３ 人にも地球にもやさしいまちへ 

【計画の実現に向けて（３つの取り組み）】 

◆賢い行財政運営 

◆市民の参加と交流、協働の推進 

◆シティプロモーションの実施 

【人口の目標（「犬山市人口ビジョン」より）】 

令和５年３月（予定）に策定した「犬山市人口ビジョン」では、このまま何も手を打たなけれ

ば、犬山市の人口は、令和２年（2020年）の 73,090人から令和 42年（2060 年）には約 51,000

人に減少するとされていますが、出生率の向上や社会移動率の改善によって人口減少を抑制す

ることで、令和 42年（2060年）の目標人口を 60,000人としています。 

人口減少抑制に向けた取組みは、すぐに効果が出るものばかりではないため、中長期的な視

点を持って令和 22 年（2040 年）における目標人口を 66,500 人とし、そこから逆算して計画期

間の最終年度である令和 12年（2030年）における目標人口 69,818人としました。 

令和 12 年（2030 年） 目標人口 69,818 人 
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【将来の都市構造（土地利用）】 

目指す都市の全体像 

市全体を３つのゾーン（生活交流ゾーン、水と緑の保

全・活用ゾーン、暮らしと自然が調和したコミュニティ

形成ゾーン）に区分し、各ゾーンの特性を活かした土地

利用を進めます。 

将来に向けて、まちと市民にさらなる豊かさをもた

らす源を形成するため、「都市形成軸」を設定します。 

６つのエリア（拠点）を設定し、新たな施設整備や高

度利用を促進するなど、重点的な土地活用を計画的に

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用の考え方 

「目指す都市の全体像」の実現に向けて、以下のような土地利用の考え方を基に、各エリアに

おける土地利用を進めます。 

○社会資本ストックを有効に活用し、地域の特性に合わせた利便性の高い集約型都市の形成を

促進します。 

○市内外の人たちが交流を育むことのできる都市拠点づくりを促進します。 

○将来にわたって、住んでいる人たちの暮らしが持続できるよう、公共交通など地域の「足」

の確保を図るとともに、鉄道駅周辺においては、公共交通機関や自転車等との接続を改善し、

利便性の向上を図ります。 

○周辺環境や地域特性に配慮した経済活動の場を誘導します。 

○これまで守り、育んできた歴史的資産や自然環境の保全と活用を図り、人の暮らしと自然が

共生する環境づくりに努めます。 

○市街化区域内の低・未利用地は新たな活用を促進します。 

○市街化調整区域内の優良農地の保全及び適切な活用に努めます。 

■図 土地利用基本構想イメージ 

■図 将来都市構造イメージ 
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２）愛知県広域緑地計画 

愛知県広域緑地計画は、愛知県が一市町村を越えた広域的な見地から、県内の緑に対する考え方、

目標、緑の施策などを示しており、市町村が策定する『緑の基本計画』の指針となっています。 

■計画の理念 

・緑は、生物多様性の保全、都市環境の改善、防災・減災、レクリエーション、景観形成など、

極めて多くの機能を有し、私たちの暮らしはその恩恵の上に成り立っています。また、緑は、

人々の五感に働きかけ、ストレス軽減や癒しなど心理面に作用する機能があることも知られて

おり、私たちの生活と深くかかわり、欠くことのできない存在です。 

・これまでは、緑の量の拡大を重点的に進めてきたところですが、これからは、緑の多様な機能

が最大限に発揮できるように適切なメンテナンスを行うことや、緑の多様性を維持するための

配慮を行うなど、目的に応じて緑の「質」を高めていくことが求められています。 

・また、地域の特性にあわせて、多様な主体との連携や協働を充実させて、良好な緑を活用し、

魅力的なまちづくりを進めていく視点も重要となってきます。 

・そこで、計画の理念を、「緑の質を高め」、「多様な機能を活用」し、良好な生活環境や健康的な

暮らし（「豊かな暮らし」）の基盤（「支える」）となる緑を多様な主体と共に連携・協働し、活

用していく取組みの推進（「あいちの緑づくり」）を目指し、以下の通りとします。 

 

 

 

 

 

■３つの緑の基本方針 
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５ 国等の動向 

１）都市緑地法等の一部を改正する法律 

公園緑地などのオープンスペースは、良好な景観や環境、賑わいの創出など、潤いのある豊かな

都市をつくる上で欠かせないものであり、また、災害時の避難場所としての役割も担っています。 

都市内の農地も、近年、住民が身近に自然に親しめる空間として評価が高まっています。 

このように、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる限り生かしな

がら保全・活用していくため、都市緑地法等の一部を改正する法律及び関係政省令が、2017（平成

29）年６月 15日に施行されました。（一部については 2018（平成 30）年４月１日施行） 
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２）グリーンインフラの推進 

2015（平成 27）年度に閣議決定された国土形成計画、第４次社会資本整備重点計画では、「国土

の適切な管理」「安全・安心で持続可能な国土」「人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域

社会の形成」といった課題への対応の一つとして、グリーンインフラの取組みを推進することが

盛り込まれました。 

グリーンインフラは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が

有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用

し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを推進する取組みです。 

グリーンインフラの推進は、後述する SDGs（持続可能な開発目標）の目標達成にも貢献するも

のと期待されています。 

本市においても、グリーンインフラの概念を踏まえた社会資本整備を推進していきます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 グリーンインフラの考え方と事例 

（資料：国土交通省 HP） 

３）新型コロナウイルス感染症の拡大 

 2020（令和２）年１月に国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されて以降、人々の生活様式

が大きく変化しました。現在も、拡大と縮小を繰り返し、依然として“密”を回避した行動が求め

られる状況にあります。 

 新型コロナウイルス感染症

の拡大を契機に、まちづくりの

方向性が変化し、ゆとりのある

オープンスペースや、グリーン

インフラとしての緑の重要性

が再確認されました。 

 （資料：国土交通省 HP） 
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４）SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない（leave 

no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。2015（平成 27）年

の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の

中で掲げられ、2030（令和 12）年を達成年限とし、17のゴール（目標）と 169 のターゲットから構

成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 SDGs ロゴ 

（資料：国際連合広報センターHP） 
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第２章 緑の現況特性の把握 

１ 自然的条件 

１）位置及び面積 

本市は、愛知県の最北端に位置し、北は木曽川を隔てて岐阜

県各務原市・坂祝町、東は岐阜県可児市・多治見市、南は小牧

市・春日井市と西は扶桑町・大口町と隣接しています。 

行政面積は 7,490ha、市街化区域面積は 1,057ha、市街化調

整区域面積は 6,433haとなっており、行政区域の約 14％が市

街化区域、約 86％が市街化調整区域となっています。 

 

 

 

 

２）気象 

本市の気候は太平洋気候区に属

しており、比較的温暖で年間を通

じて快晴の日が多く、特に冬季に

は晴天が続き降雪日は極めて少な

いですが、北西からの強い季節風

（伊吹おろし）が吹きます。 

令和２年（2020 年）における統

計では、平均気温は２月が最も低

く、８月が最も高くなっています。 

平均降水量は７月が最も多くな

っています。 

 

 

  

図 犬山市の位置 

（資料：犬山市 HP） 
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３）植生 

本市の現存植生の分布は、丘陵部の大部分にモチツツジ-アカマツ群落やケネザサ-コナラ群落、

スギ・ヒノキ・サワラ植林が広がっています。また、平地部の市街地には、水田雑草群落が広がっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 現存植生図 

（資料：環境省「自然環境保全基礎調査植生調査」を基に作成） 
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４）生物多様性 

本市は、木曽川がつくる扇状地の扇頂部にあたり、市西部は木曽川の沖積低地とこれに続く段丘

からなり、市東部は丘陵や山地で構成されています。さらに丘陵地域から沖積低地に至る地域には

多くのため池が分布しているなど、複雑かつ特徴的な地形が形成され、多様な動植物の生息・生育

環境となっています。 

市内では、国指定天然記念物ヒトツバタゴ自生地やシデコブシ、マメナシなどの植物をはじめ、

ウシモツゴなどの魚類、ギフチョウ、ハッチョウトンボなどの昆虫類、イカル、ミゾゴイ、サンコ

ウチョウ、ノスリなどの鳥類など希少な動植物の生息・生育が確認されています。 

一方、オオクチバスやブルーギル、ヌートリア、オオキンケイギクなどの特定外来生物が増加し

ており、地域固有の生物や生態系にとって大きな脅威となっています。 

 

 

 

 

 

  

天然記念物ヒトツバタゴ自生地 ノスリ 

（資料：愛知県鳥類生息調査（1967-2016）） 
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５）水系 

本市には、１級河川として、木曽川、郷瀬川、新郷瀬川、合瀬川、五条川、薬師川、半ノ木川が

流れています。 

その中でも木曽川は名勝に指定されており、鵜飼でも有名です。また、郷瀬川、新郷瀬川、合瀬

川、五条川では美しい桜並木が楽しめる魅力的な親水空間となっています。 

ため池は全国でもトップクラスの規模を誇る入鹿池を始めとして、農業用ため池が 132箇所に存

在します。 

これらのため池は、農業面だけでなく、その周辺では里山としての良好な自然環境が形成され、

多様な生物が生息する貴重な自然空間となっており、中島池ではビオトープが整備されています。

ただし、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある防

災重点農業用ため池に指定されているため池が 69箇所あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 水系図 

資料：犬山市資料、都市計画基礎調査、国土数値情報 
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２ 社会的条件 

１）人口 

①人口の推移 

・令和２年の国勢調査による本市の人口は 73,090人、世帯数は 29,453世帯です。 

・人口は、増加率が鈍化しながらも増加を続けていましたが、平成 21 年（2009 年）をピークに

減少に転じています。 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

②年齢３区分別人口の動向 

・生産年齢人口（15～64 歳）は昭和 55 年（1980 年）から増加傾向にありましたが、平成７年

（1995年）をピークに減少に転じています。 

・また、少子高齢化が進行しており、特に高齢化率では、令和２年（2020年）時点での数値（29.4％）

は、愛知県平均（25.3％）、全国平均（28.6％）を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料：国勢調査） 
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（資料：国勢調査） 

■表 年齢３区分別人口・割合の推移 
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２）土地利用 

本市の土地利用において、森林が約 45％を占め、農地が約 12％、河川等が約７％となっており、

約６割が水と緑に包まれています。一方で、平成 23年（2011年）からの 10年間で宅地や道路が増

加し、農地と森林を合わせると 77haが減少しています。 

 

■表 土地利用面積 

 
行政面積 
（ha） 

農地
（ha） 

森林
（ha） 

水面・河
川・水路
（ha） 

道路
（ha） 

宅地
（ha） 

その他
（ha） 

平成 23 年 7,497 941 3,414 496 457 1,174 1,015 

令和２年 
7,490 896 3,382 497 446 1,192 1,078 

行政面積に
対する割合 

12.0％ 45.1％ 6.6％ 6.0％ 15.9％ 14.4 

増減 - 7 -45 -32 1 11 18 63 

（資料：愛知県土地に関する統計年報） 

３）歴史文化 

古代から小集落が発展し、東之宮古墳や青塚古墳などの古墳が残されています。戦国時代には織

田氏の所領となり、江戸時代には尾張藩付家老である成瀬氏の城下町として発展し、国宝犬山城と

ともに当時の町割りが現在も見られます。 

本市の北を流れる木曽川の一帯は名勝に指定されており、1300 年の歴史を誇る木曽川鵜飼も行

われています。東部の丘陵地は緑豊かな里山が広がり、国指定天然記念物ヒトツバタゴ自生地や世

界かんがい施設遺産に登録された入鹿池が所在します。 
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４）観光 

本市は、江戸時代に尾張藩付家老である成瀬氏の城下町として発展し、現存する最古の木造天守

といわれる国宝犬山城とともに、「総構え」と呼ばれる特徴的な城郭構造の当時の町割りを残す町

並みや町屋、武家屋敷などの伝統的建築物が残されています。 

また、名勝木曽川の鵜飼、国宝茶室如庵、犬山焼、犬山祭、石上祭や大縣神社の豊年祭を始めと

する地域の祭礼行事など、数多くの歴史文化資源が残されています。 

さらに、高度経済成長期以降のレジャーブームに対応すべく、名古屋鉄道（株）により日本モン

キーパークや博物館明治村、野外民族博物館リトルワールドなどが開園し、レクリエーションや文

化・学術の拠点として親しまれています。 

市域の東部は飛騨木曽川国定公園に指定されている自然豊かな山林であり、南部には八曽自然休

養林、尾張冨士・入鹿池、本宮山などの自然レクリエーション空間が広がっています。 

本市の観光入込客は令和元年（2019 年）に 563 万人で、近年はほぼ横ばいで推移していました

が、令和２年（2020年）は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて激減しました。 

なお、最も入込客数が多いのは成田山名古屋別院で、例年 150万人を超える来客があります。そ

の他、国宝犬山城、大縣神社、博物館明治村、日本モンキーパーク、リトルワールド、犬山祭に例

年 40万人以上の入込客があります。 
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（資料：犬山市資料） 
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３ 緑の現況把握 

「緑地の現況把握」、「緑化の現況把握」、「緑の分布状況」、「市民協働などの取組状況」、「緑の機

能と配置状況」の５項目を対象に調査を実施し、本市の緑の現況を把握します。 

 

 

 

 

  

緑の現況把握 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地の現況把握 

・緑地現況量の把握や前回策

定時の緑地現況量との比較 

 

 

緑化の現況把握 

・道路や公共施設の緑化状況

を把握 

 

 

緑地の分布状況 

・都市公園のカバー圏や配置

状況を把握 

 

 

緑の機能と配置状況 

・緑の機能と配置状況は、基本的な課題の整理に合わせて次章で把握 

市民協働などの取組状況 

・市民とともに緑を守り育む

ための活動などを把握 
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１）緑地の現況把握 

緑地とは、樹林地、水辺などのうち、公園や広場など、一般に利用できる施設として確保されて

いる土地の区域（施設緑地）や法律や条例、協定などに基づく制度によって、土地利用や開発など

が制限されている土地の区域（地域制緑地）を指します。 

 

 

  

 

（資料：緑の基本計画ハンドブック令和３年改訂版） 

■図 緑地の分類図 
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①緑地現況量 

・施設緑地、地域制緑地の現況面積の結果から緑地現況量を整理します。なお、一部の面積は、

令和元年（2019年）12月撮影の航空写真を基に GIS上で求積しています。 

■表 緑地現況量 

  面積（ha） 備考 

施
設
緑
地 

都市公園 43.1    

公共施設緑地 62.6    

民間施設緑地 186.8   

小計 292.5    

地
域
制
緑
地 

法によ

るもの 

生産緑地地区 19.0    

その他法によるもの 9,843.9   

条例等によるもの 0    

地域制緑地間の重複 5,039.6  

小計 4,823.3  

施設緑地と地域性緑地間の重複 178.3  

合計 4,937.5  
 

■表 公共施設緑地内訳 

名称 面積（ha） 備考 

都
市
公
園
以
外
の
公
園
緑
地 

に
準
じ
る
機
能
を
持
つ
施
設 

条例公園 1.7  

その他の公園 2.3  

児童遊園 0.6  

広場 3.2  

ちびっこ広場 2.1  

ポケットパーク 0.1  

市民農園等 0.2  

河川緑地 4.6  

緑地 15.8  

その他の公共空地 3.3  

小計 33.9  

公
共
公
益
施
設
に

お
け
る
植
栽
地 

市役所その他の植栽地 10.1 
敷地面積 5,000 ㎡以上の 
施設の緑化面積 

学校運動場 16.7  

保育園等園庭 1.9  

小計 28.7  

合計 62.6   

 

■表 民間施設緑地内訳 

名称 面積（ha） 備考 

社寺境内地 36.8  

遊園地等 52.9  

屋外レクリエーション施設 95.7  

開放グラウンド 1.1  

市民農園 0.4  

小計 186.8  
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■図 緑地現況図 

 

  

（資料：犬山市資料、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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●施設緑地 

＜都市公園＞ 

・住区基幹公園では、地区公園 2箇所、近隣公園 4箇所、街区公園 68箇所、合計 74箇所が整備

されています。街区公園 68箇所のうち 28個所、5.27haが都市計画決定されています。 

・また、河川敷緑地 46.0ha が計画決定されており、約 12.0haが供用されているほか、都市緑地

３箇所、都市林１箇所、緑道１箇所が整備されています。 

・都市公園の誘致圏を見ると、市街化区域のうち犬山・犬山口駅周辺や楽田駅周辺に誘致圏外の

区域が存在します。 

・平成 22年（2010年）以降の 10年間では、街区公園、近隣公園、地区公園がそれぞれ１箇所ず

つ（計約６ha）整備されています。 

・なお、都市公園整備については、人口一人当たり都市公園面積が約１㎡/人増加するとともに、

都市公園誘致圏の人口カバー率も約 10％上昇しており、身近に公園が立地する環境の確保が進

んでいます。 

■表 都市公園の整備状況 

種別 
都市計画決定 供用開始（2020 年） 供用開始（2010 年） 差分 

箇所数 面積（ha) 箇所数 面積（ha) 箇所数 面積（ha) 箇所数 面積（ha) 

住
区
基
幹
公
園 

街区公園 28 箇所 5.27ha 68 箇所 10.34ha 67 箇所 10.20ha 1 箇所 0.14ha 

近隣公園 4 箇所  7.00ha  4 箇所  7.00ha 3 箇所  4.90ha 1 箇所  2.10ha 

地区公園 2 箇所  8.90ha  2 箇所  8.50ha 1 箇所  4.70ha 1 箇所  3.80ha 

住区基幹公園計 34 箇所  21.17ha  74 箇所  25.84ha 71 箇所  19.80ha 3 箇所  6.04ha 

都市基幹公園 0 箇所  0.00ha  0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 

大規模公園 0 箇所  0.00ha  0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 

特殊公園 0 箇所  0.00ha  0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 0 箇所  0.00ha 

河川敷緑地 1 箇所  46.00ha  1 箇所  12.02ha 1 箇所  12.02ha 0 箇所  0.00ha 

都市緑地 3 箇所  0.90ha  3 箇所  0.90ha 3 箇所  0.90ha 0 箇所  0.00ha 

都市林 1 箇所  0.90ha  1 箇所  0.90ha 1 箇所  0.90ha 0 箇所  0.00ha 

緑道 1 箇所  4.20ha  1 箇所  3.43ha 1 箇所  3.43ha 0 箇所  0.00ha 

計（緑道含む） 40 箇所  73.17ha  80 箇所  43.09ha 77 箇所  37.05ha 3 箇所  6.04ha 

※供用開始の時点は、３月末。 

 

■表 都市公園整備の進捗状況 

項目 基準値 現状値 進捗状況 

都市

公園 

人口一人当たりの都市公園面積 
4.93 ㎡/人 

（2010 年 12 月末） 

5.90 ㎡/人 

（2020 年３月末） 
0.97 ㎡/人増加 

都市公園誘致圏の人口カバー率 
47.92％ 

（2010 年 12 月末） 

57.84％ 

（2020 年３月末） 
9.92％上昇 
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（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 

図 都市公園 
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＜公共施設緑地（都市公園以外）＞ 

・都市公園以外で公園緑地に準じる機能を持つ施設には、ちびっこ広場、児童遊園、ポケットパ

ーク等があり、合計で 71箇所整備されています。 

・また、市役所その他の植栽地や学校運動場、保育園等園庭など約 28.7haが緑化されています。 

■表 都市公園以外で公園緑地に準ずる施設の整備状況 

項目 箇所数 面積（ha） 

ちびっこ広場 60 箇所 2.1ha 

児童遊園 7 箇所 0.6ha 

ポケットパーク 4 箇所 0.1ha 

計 71 箇所 2.8ha 

 

＜民間施設緑地（都市公園以外）＞ 

・民間施設緑地としては社寺境内地が、市街地内の身近な緑、貴重なオープンスペースとして、

良好な樹林地、歴史的風土を有する緑地となっています。 

・その他には、自然に親しみながら遊べる空間として、日本モンキーパークや明治村といったレ

ジャー施設やキャンプ場などがあります。 

■表 民間施設緑地の配置状況 

項目 面積（ha） 

社寺境内地 36.8ha 

遊園地等 52.9ha 

屋外レクリエーション施設 95.7ha 

開放グラウンド 1.1ha 

市民農園 0.4ha 

計 186.8ha 

 

●地域制緑地 

＜法によるもの＞ 

・農用地区域（889ha）は、名鉄小牧線の東側、新郷瀬川流域の低地にまとまって広がっており、

郷瀬川や成沢川の流域のほか、南西部の低地においても指定されています。 

・北部及び東部の丘陵地は、自然公園区域（飛騨木曽川国定公園）の一部（市内 3,661ha）や地

域森林計画対象民有林（市内 2,214ha）となっています。 

・国定公園内には特別地域（3,026ha）が指定されており、特に北部の木曽川沿いは地域の中心と

なる景勝地であり、現状維持を原則とする特別保護区に指定されています。 

・このほか、保安林（2,305ha）、今井地区に鳥獣保護区（72ha）が指定されています。 

■表 地域制緑地 

種 別 行政区域内（ha） 備考 

法によるもの 生産緑地地区 19 土地に関する統計年報（2020 年版） 

自然公園区域 3,661 土地に関する統計年報（2020 年版） 

農用地区域 889 土地に関する統計年報（2020 年版） 

河川区域 203 図上計測 

保安林区域 2,305 土地に関する統計年報（2020 年版） 

鳥獣保護区 72 土地に関する統計年報（2020 年版） 

地域森林計画対象民有林 2,214 土地に関する統計年報（2020 年版） 

史跡・名勝・天然記念物 500 図上計測 

計 9,863   
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（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 

■図 主な地域制緑地 
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（参考）主な地域制緑地の動向 

＜生産緑地地区＞ 

・市街化区域内の緑の一つである生産緑地地区は 10年間で 25団地、５ha減少しました。 

■表 生産緑地地区 

 平成 23 年度 
（2011 年度） 

令和２年年度 
（2020 年度） 

増減 

団地数 175 150 -25 

面積（ha） 24 19 -5 

 

 

＜農地転用件数及び面積の推移＞ 

・平成 27年度（2015年度）から令和元年度（2019年度）までの５年間で、農地転用の件数は 788

件、面積で 351,729㎡となっています。 

・１年あたり 158件、70,346 ㎡が農地転用されています。 

■表 農地転用状況 

区 分 総 数 住宅用地 工場用地 その他 公共用地 

年 度 件数（件） 面積（㎡） 件数（件） 面積（㎡） 件数（件） 面積（㎡） 件数（件） 面積（㎡） 件数（件） 面積（㎡） 

平成 27 年度 189 87,802 126 40,318 4 8,245 59 39,239 0 0 

平成 28 年度 168 79,143 108 35,108 1 350 59 43,685 0 0 

平成 29 年度 119 64,625 87 29,078 2 8,757 30 26,790 0 0 

平成 30 年度 151 46,753 93 28,160 0 0 58 18,593 0 0 

令和元年度 161 73,406 118 40,547 3 3,615 40 29,244 0 0 

計 788 351,729 532 173,211 10 20,967 246 157,551 0 0 

平 均 158 70,346 106 34,642 2 4,193 49 31,510 0 0 

（資料：犬山市農業委員会） 

 

  

（資料：愛知県土地に関する統計年報） 
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②前回策定時の緑地現況量との比較 

施設緑地では、都市公園が増加し、地域制緑地では、生産緑地地区や農用地区域が大きく減少

しています。 

■表 前回策定時の緑地現況量との比較 

  平成７年時面積（ha） 現在面積（ha） 備考 

施
設
緑
地 

都市公園 31.2  43.1  ※国営公園は除く 

公共施設緑地 51.9  62.6    

民間施設緑地※ 400.3  186.8   

小計 483.4  292.5   

地
域
制
緑
地 

法による
もの 

生産緑地地区 28.0  19.0    

その他法による
もの 

9,429.2  9,843.9  

条例等によるもの 0.7  0    

地域制緑地間の重複 4,191.9 5,039.6  

小計 5,266.0 4,823.3   

施設緑地と地域性緑地間の重複 430.3 178.3  

合計 5,319.1  4,937.5  

 ※公共施設緑地や民間施設緑地における平成７年（1995 年）時との現況量（面積）比較については、

今回 GIS上での図上計測を行った結果が含まれるため、数値に大きな差異が生じています。 
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２）緑化の現況把握 

①道路等の緑化状況 

・市道及び県道においてケヤキやクスノキ、サザンカなど中高木が約 2,200 本植栽さています。 

・このほか、道路や河川沿いなどに約 2,500本の桜木が植えられています。 

■表 街路樹（市道）の状況 

■表 街路樹（県道）の状況 

 

  

路線名 樹種 分類 本数 

市道犬山公園小牧線 トウカエデ 高木 607 

市道富岡荒井線 ヒトツバタゴ 高木 198 

市道犬山 119 号線（松本町三丁目地内） クスノキ 高木 4 

市道犬山 280 号線（松本町三丁目地内） クスノキ 高木 15 

市道犬山駅東線 ケヤキ 高木 32 

市道犬山駅西広場 ケヤキ 高木 1 

市道名古屋犬山線 クスノキ 高木 251 

市道犬山富士線 ナンキンハゼ 高木 89 

市道中切線外（上坂地区） アメリカフウ 高木 61 

市道五郎丸 79 号線（地産団地） プラタナス 高木 9 

市道楽田西 48 号線（西楽田団地） アメリカフウ 高木 12 

市道羽黒東 245 号線（グリーンハイツ） サザンカ 中木 160 

市道犬山 216 号（天神町） カイヅカイブキ 中木 116 

市道楽田西 145 号線（南ニュータウン地内） シイ 高木 1 

市道荒井本町線 クロガネモチ 高木 97 

市道善師野線、善師野 114 号線（四季の丘地内） クスノキ 高木 31 

計 1,684 

路線名 樹種 分類 本数 

県道多治見犬山線 
ナンキンハゼ 高木 42 

カイズカイブキ 中木 56 

県道一宮犬山線 エンジュ 高木 101 

県道御嵩犬山線 
ケヤキ 高木 68 

サザンカ 中木 44 

県道若宮江南線 
ナンキンハゼ 高木 24 

トウカエデ 高木 16 

県道春日井各務原線 サルスベリ 高木 8 

県道齋藤羽黒線 アメリカフウ 高木 39 

県道明治村小牧線 イスノキ 高木 3 

県道春日井各務原線 シダレザクラ 高木 6 

県道善師野西北野線 
カイズカイブキ 高木 81 

カイズカイブキ 中木 99 

計 587 



緑の基本計画について 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 

■図 街路樹及び桜並木の分布状況 
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②公共施設の緑化状況 

・市役所その他の植栽地（敷地面積 5,000㎡以上の施設を対象）や、小中高校の学校運動場、保

育園園庭等の公共施設で緑化を行っています。なお、一部の面積は、令和元年（2019年）12月

撮影の航空写真を基に GIS上で求積しています。 

■表 公共施設の緑化状況 

名称 敷地面積（㎡） 緑化面積（㎡） 緑化率（％） 

市役所その他の植栽地（敷地面積 5,000 ㎡以上の施設）    

市役所本庁舎 8,895 262 2.9 

消防署・消防本部 5,193 214 4.1 

福祉活動センター 7,108 2,877 40.5 

犬山市民健康館・さくら工房 21,101 9,584 45.4 

市民交流センター 5,715 286 5.0 

市民文化会館・南部公民館 20,485 1,349 6.6 

内田観光駐車場 5,083 179 3.5 

キャッスルパーキング 10,506 1,274 12.1 

都市美化センター 25,164 10,610 42.2 

犬山配水場 10,788 1,289 11.9 

愛知県犬山浄水場 184,451 73,310 39.7 

小計 304,489 101,234 33.2 

学校運動場    

犬山北小学校 15,549 6,638 42.7 

犬山南小学校 16,976 5,656 33.3 

城東小学校 18,049 6,512 36.1 

今井小学校 8,067 3,442 42.7 

栗栖小学校 5,298 1,757 33.2 

羽黒小学校 18,688 7,279 39.0 

楽田小学校 18,522 10,581 57.1 

池野小学校 8,890 3,443 38.7 

東小学校 27,877 16,060 57.6 

犬山西小学校 22,807 10,253 45.0 

犬山中学校 30,833 14,752 47.8 

城東中学校 25,808 13,524 52.4 

南部中学校 29,186 16,974 58.2 

東部中学校 30,654 16,334 53.3 

犬山高等学校 35,329 17,140 48.5 

犬山南高等学校 52,747 17,112 32.4 

小計 365,280 167,457 45.8 

保育園等園庭    

犬山幼稚園 3,062 1,222 39.9 

丸山子ども未来園 3,139 1,584 50.5 

上木子ども未来園 2,515 1,224 48.7 

橋爪子ども未来園 4,360 1,509 34.6 

五郎丸子ども未来園 2,589 1,509 58.3 

城東子ども未来園 4,115 1,807 43.9 

城東第２子ども未来園 3,577 1,648 46.1 

今井子ども未来園 1,123 286 25.5 

羽黒子ども未来園 2,161 1,271 58.8 

羽黒北子ども未来園 3,000 1,124 37.5 

羽黒南子ども未来園 3,392 1,485 43.8 

楽田子ども未来園 2,766 1,237 44.7 

楽田西子ども未来園 3,531 1,447 41.0 

楽田東子ども未来園 3,990 1,516 38.0 

小計 43,320 18,869 43.6 

合計 713,089 287,560 40.3 
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３）緑地の分布状況 

都市公園のカバー圏に含まれる面積は、市域全体の２割程度です。また、都市公園のカバー圏に

含まれる人口については、市内人口の６割程度となっています。  

都市公園の面積カバー率は、羽黒、犬山西、犬山南、犬山北小学校区では５割を上回っています

が、その他の小学校区は４割以下となっています。 

■表 都市公園のカバー圏に含まれる面積及び人口 

■表 都市公園の面積カバー率（小学校区別） 

市全域の面積カバー率以下 

※校区面積は、図上計測した面積から算出した割合と市全域の公表面積を乗じて算出 

※カバー面積は、H27 国勢調査 500ｍメッシュを基に面積按分することにより算出 

■表 都市公園の人口カバー率（小学校区別） 

市全域の人口カバー率以下 

※校区人口及び校区別カバー人口は、H27 国勢調査 500ｍメッシュを基に面積按分することにより算出  

 
2020 年 2010 年 

面積カバー率（％） 人口カバー率（％） 面積カバー率（％） 人口カバー率（％） 

市全域 

23.03％ 57.84％ 19.00％ 47.92％ 

（カバー面積/市全域面積）

＝1,724.79ha/7,489.44ha 

（カバー人口/市全域人口）

＝42,982 人/74,308 人 

（カバー面積/市全域面積）

＝1,423.02ha/7,489.44ha 

（カバー人口/市全域人口）

＝36,037 人/75,198 人 

小学校区 

2020 年 2010 年 

校区面積(ha) 校区別面積(ha) 
校区別面積 

カバー率(％) 
校区面積(ha) 校区別面積(ha) 

校区別面積 

カバー率(％) 

犬山北小学校 433.18 283.93 65.54% 433.18 236.05 54.49% 

犬山南小学校 303.12 155.73 51.38% 303.12 119.98 39.58% 

城東小学校 1,243.16 382.86 30.80% 1,243.16 382.86 30.80% 

今井小学校 809.29 - - 809.29 - - 

栗栖小学校 519.70 - - 519.70 - - 

羽黒小学校 415.03 250.08 60.26% 415.03 103.42 24.92% 

楽田小学校 1,129.10 128.09 11.34% 1,129.10 121.97 10.80% 

池野小学校 1,771.84 26.98 1.52% 1,771.84 26.98 1.52% 

東小学校 652.96 321.07 49.17% 652.96 255.70 39.16% 

犬山西小学校 212.06 176.06 83.03% 212.06 176.06 83.03% 

小学校区 

2020 年 2010 年 

校区人口(人) 校区別人口(人) 
校区別人口 

カバー率(％) 
校区人口(人) 校区別人口(人) 

校区別人口 

カバー率(％) 

犬山北小学校 10,625 8,221 77.37% 10,723 6,463 60.28% 

犬山南小学校 10,821 5,760 53.23% 10,698 4,983 46.58% 

城東小学校 9,763 5,895 60.38% 9,525 5,674 59.57% 

今井小学校 751 - - 832 - - 

栗栖小学校 391 - - 437 - - 

羽黒小学校 8,557 5,928 69.27% 8,939 3,023 33.82% 

楽田小学校 13,806 2,682 19.43% 14,217 2,435 17.13% 

池野小学校 1,561 681 43.65% 1,596 681 42.65% 

東小学校 9,356 7,080 75.67% 9,618 6,132 63.76% 

犬山西小学校 8,677 6,736 77.63% 8,613 6,645 77.15% 
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■図 都市公園のカバー圏（2010 年） 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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■図 都市公園のカバー圏（2020 年） 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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４）市民協働などの取組状況 

市民とともに緑を守り育むため、次のような事業などに取り組んでいます。 

①緑のカーテン 

市内の公共施設（令和３年度（2021 年度））

は 22か所において、室内の温度上昇を抑え、空

調の電気使用量を削減する緑のカーテンを設

置しています。 

また、市民の皆さんの自宅で緑のカーテンを

設置してもらうため、犬山里山学センターで緑

のカーテン講座を開催しています。 

 

 

 

 

②子ども未来園・児童センター園庭の芝生化 

子ども未来園や児童センターを利用する児

童やその保護者、近隣住民と協働で、芝生苗の

植え付けを行っています。 

園庭の環境が向上し、また、健康増進や情操

教育にも寄与しています。 

 

実施箇所：子ども未来園 13園、犬山幼稚園 

犬山西児童センター 

犬山東児童センター 

 

③市民農園・市民ファーム 

農業的な市民活動の場所として犬山市や NPO

等が貸農園の管理運営を行っています。 

市営の市民農園は善師野と羽黒の２か所、民

営の市民農園は富岡、妙覚、善師野の３か所で

運営しています。 

農業を通じた健康的な市民活動の場を提供

し、農業への関心と理解を深めることに寄与し

ています。 

 

 

 

緑のカーテン（市民健康館） 

園庭の芝生化（羽黒南子ども未来園） 

羽黒摺墨の市民農園（市営） 
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④川と海のクリーン大作戦 

毎年秋に河川一斉清掃として国土交通省が

呼びかけ人となって、地域住民、各種団体、企

業等が参加し地域と協働して、木曽川沿いの犬

山木曽川緑地と栗栖園地の清掃活動を行って

います。 

地域住民との協働で取り組むことで河川等

の環境問題への意識啓発を図っています。 

（例年参加人数 230 人・ごみの量 150 ㎏程度） 

 

 

⑤まちの美化活動（アダプトプログラム） 

道路、公園、河川等の環境美化活動を支援す

る制度として、活動に対してゴミ袋・軍手・帽

子・花苗等の支給、ボランティア活動への保険

加入等の支援を行っています。 

地域住民が道路等の公共の場所の里親とな

り環境美化に取り組むことで、施設や地域への

愛情等の醸成に寄与しています。 

（令和 3年 9月 1日付登録数：67団体） 

 

 

⑥栗栖地区の魅力発信イベント 

地元の任意団体であるミラマチ栗栖が、地域

の魅力を発信するイベントを定期的に開催し

ていいます。 

栗栖で育った野菜を収穫できる収穫体験、キ

ノコの原木を使った本物のキノコづくり体験、

竹を使った工作が体験できる竹のワークショ

ップ等を開催し、市はその活動に対して側面的

支援を行っています。 

住民自らが主体的に緑に親しむ活動に携わ

る機会創出に寄与しています。 

 

 

  

クリーン大作戦の様子 

アダプトサイン 

収穫祭の様子 
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第３章 基本的課題の整理（緑の機能と配置状況） 

１ 環境保全機能 

 

 

 

 

 

①緑地面積の減少 

・木曽川や東部の丘陵地など、本市の約 6 割が水と緑に包まれている一方で、この 10 年間で農

地は 45ha、森林は 32ha減少しています。 

・公園緑地や街路樹、生産緑地地区、河川沿いの緑、桜並木などは緑の少ない市街化区域におい

て都市環境を維持・改善に資する緑として機能していますが、生産緑地を含む都市農地は減少

しています。 

 
 行政面積 

（ha） 

農地 

（ha） 

森林 

（ha） 

水面・河川・

水路（ha） 

道路 

（ha） 

宅地 

（ha） 

その他 

（ha） 

平成 23 年 7.497 941 3,414 496 457 1,174 1,050 

令和２年 
7,490 896 3,382 497 446 1,192 1,078 

行政面積に 

対する割合 
12.0% 45.1% 6.6% 6.0% 15.9% 14.4% 

増減 -7 -45 -32 1 11 18 63 

 
 

 

 

自然的土地利用 
自然的土

地利用合

計 
農地 

山林 水面 
その他の

自然地 
田 畑 

平成 25 年 
面積（ha） 15.73 58.56 24.42 13.86 21.01 133.58 

割合（％） 11.8 43.8 18.3 10.4 15.7 100.0 

平成 30 年 
面積（ha） 12.80 43.22 20.41 13.87 27.13 117.43 

割合（％） 10.9 36.8 17.4 11.8 23.1 100.0 

増減面積（ha） -2.93 -15.34 -4.01 0.01 6.12 -16.15 

 

 

都市的土地利用 

都市的 

土地利用 

合計 

総計 
住宅用地 

商業用地 工業用地 

公的・ 

公益用地 
道路用地 

交通施設 

用地 
公共空地 

低未利用

地  

1ha 以上の

商業施設 

用地 
 

工業専用 

地域面積 

平成 25 年 
面積（ha） 405.00 48.50 7.50 192.58 128.01 59.89 152.31 9.49 18.82 36.83 923.42 1,057.00 

割合（％） 43.9 5.3 0.8 20.9 13.9 6.5 16.5 1.0 2.0 4.0 100.0  

平成 30 年 
面積（ha） 412.98 48.15 10.69 192.88 128.00 61.77 156.26 9.35 17.55 40.63 939.57 1,057.00 

割合（％） 44.0 5.1 1.1 20.5 13.6 6.6 16.6 1.0 1.9 4.3 100.0  

増減面積（ha） 7.98 -0.35 3.19 0.30 -0.01 1.88 3.95 -0.14 -1.27 3.80 16.15 0.00 

■基本的課題 

●本市の緑の骨格となる木曽川及び東部の丘陵地にある緑・自然空間の保全 

●市街化調整区域の農地と市街化区域の生産緑地地区の保全・維持 

●市民・事業者などの緑に関する意識の向上・普及啓発 

■表 土地利用面積 

（資料：愛知県土地に関する統計年報） 

■表 市街化区域内の土地利用の区分別面積の推移 

（資料：都市計画基礎調査） 
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②環境保全機能の維持 

・東部の丘陵地は保安林と国有林が広がり、そのほとんどが飛騨木曽川国定公園（自然公園地

域）に指定されています。 

・農業用ため池が 132 箇所に存在し、農業用水の供給や親水機能など多面的な機能を有しており、

その周辺では里山としての良好な自然環境が形成されています。 

 

 

■図 環境保全機能を有する緑の配置図 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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２ 防災機能 

 

 

 

 

①災害リスクの低減 

・新郷瀬川や郷瀬川などの河川流域、東部の丘陵地や南西部において農用地区域が指定されてお

り、洪水などの浸水被害を抑制する働きや、保水機能を有しています。また、丘陵地に広がる

森林は、河川への流量調整や土砂の流出を防止する機能を有しています。 

・生産緑地地区などの都市農地は、市街地におけるオープンスペースとしての機能を有しており、

火災時の延焼防止に寄与する緑として住宅が密集する市街地にも分布しています。 

 

  

■基本的課題 

●災害リスクを低減する緑の保全 

●公園緑地などオープンスペースによる防災機能の確保 

■図 防災機能を有する緑の配置図 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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②防災機能の確保 

・公園緑地や学校運動場等は、指定避難所や一時避難所としての機能を有する緑であり、市全体

に分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

■図 都市公園の分布状況 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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■図 浸水想定区域（Ｌ2）と農用地重ね合わせ 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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３ 景観形成機能 

 

 

 

 
 

①郷土景観 

・名勝木曽川や丘陵地に広がる里山、入鹿池などは、市を代表する雄大な郷土景観を形成してい

ます。 

・五条川の桜並木、水田地帯、社寺林やヒトツバタゴ自生地などの緑は、地域を代表する身近な

郷土景観を形成しています。また、地域の良好な景観を見直すきっかけとして、後世に残した

い樹木を景観重要樹木に指定しています。 

・犬山城、東之宮古墳、青塚古墳、尾張冨士、大縣神社の周辺にある緑は、歴史的・文化的に貴

重な市のランドマークとなる緑として機能しています。また、景観の眺望点としても機能して

います。 

 

 

 

  

■基本的課題 

●地域特性や歴史的風致を背景とした郷土景観の保全 

●都市景観の向上に寄与する緑の保全 

■図 街路樹及び桜並木の分布状況 

■図 景観重要樹木の分布状況 

（資料：犬山市、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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②都市景観 

・市内にある街路樹や桜並木を始め、公共施設の緑化などは都市景観の向上に資する緑としての機

能を有しますが、大木化や老朽化による倒木、落枝、根上がりなど従来の維持管理手法では解決

できない問題も発生しています。 

 

 

■図 景観形成機能を有する緑の配置図 

（資料：犬山市資料、都市計画基礎調査、国土数値情報） 
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４ レクリエーション機能 

 

 

 

 

 

①レクリエーションの場となる緑 

・木曽川河畔や栗栖、八曽地区、入鹿池、東部の丘陵地は豊かな水と緑を活かした自然とのふれ

あいやレクリエーションの場として、憩いや学び、遊びを通した交流、賑わいを創出する機能

を有しています。 

・東海自然歩道や尾張広域緑道、里山や河川沿いに多くのウォーキングコースがあり、健康づく

りやレクリエーションの場としてネットワークを形成しています。 

  

■基本的課題 

●豊かな自然とのふれあいの場やレクリエーションの場となる緑の保全・創出 

●市街地や各拠点における身近な公園緑地・オープンスペースの充実 

●公園緑地等の適正な維持管理と魅力の向上 

（資料：犬山市資料、都市計画基礎調査、国土数値情報） 

■図 自然体験・レクリエーション機能を有する緑の配置図 
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②身近な公園緑地やオープンスペース 

・市街化区域の住区基幹公園の誘致圏外エリアが犬山駅、犬山口駅、楽田駅の周辺に分布してい

ます。また、郊外の集落地では身近な公園緑地など市民が集えるオープンスペースが不足して

いる地域もあります。 

・近年の公園緑地を取り巻く環境の変化や多様化する市民ニーズに対応することが求められます。 

 

 

 

（資料：犬山市資料、都市計画基礎調査、国土数値情報） 

■図 都市公園のカバー圏 
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コラム「都市緑地法等が一部改正されたことによる緑化政策の転換」 
 

平成 29 年６月に都市緑地法等が一部改正されたことにより、「緑地」の定義に農地が含まれ

ることが明確化され、農地を緑地として政策に組み込むこととなりました。これにより、良好な

都市環境の形成を図る観点から保全すべき農地（生産緑地等）については、都市緑地法の諸制度

において「緑地」として積極的に位置付け、保全・活用を図ることが可能となりました。 

 

また、民間事業者が都市公園内で公園利用者の利便の向上に資する収益施設（飲食店、売店

等）の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者

が利用できる特定公園施設※の整備・改修等を一体的に行う者を公募により選定する「公募設置

管理制度(Park-PFI 制度)」が創設されました。この制度を活用することで都市公園に民間の優

良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利

便の向上を図ることが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら緑地政策の転換により、緑の基本計画の策定にあたっては、都市農地の保全を含む緑の

総合的な計画であることや、公園管理の方針や官民連携など緑地のマネジメントの視点等に留

意することとされています。 

 

以上のような背景を踏まえ、都市農地の保全・活用や、都市公園の運営管理、維持修繕などに

ついて、官民連携を推進し、公園緑地やオープンスペースの再生・活性化に向けて各種取組みを

展開していくことが求められています。 

資料：国土交通省『都市公園の質の向上に向けた Park-PFI活用ガイドライン（平成 30年 8 月改正）』 

※特定公園施設とは、公園管理者

との契約に基づき、公募対象公

園施設の設置又は管理を行う

こととなる者が認定公募設置

等計画に従い整備する、園路、

広場等の公園施設であって、公

募対象公園施設の周辺に設置

することが都市公園の利用者

の利便の一層の向上に寄与す

ると認められるもの。 

（都市公園法第５条の２第２項第５号） 

（Park-PFIのイメージ） 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念と基本方針 
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第４章 基本理念と緑の将来像 

１ 基本理念 

愛知県最北端に位置する犬山市は、我が国を代表する大河川の一つである木曽川と豊かな緑と生

態系を有する東部の丘陵地を抱え、水と緑が一体となり優れた景観を有しています。また、市内の

各地域で積み重ねられたそれぞれの歴史文化、産業等が特色となって表われ、人々が住み、働き、

学び、交流する舞台となっています。 

近年では、都市づくりの中で緑を積極的に活かそうとする機運やカーボンニュートラルなど環境

問題への関心が高まっており、行政をはじめ市民、企業等の意識の変容が求められる時代となって

います。 

一方、本市を取り巻く状況は日々変化し続けており、人口が減少する局面を迎え、都市機能やコ

ミュニティの維持が難しくなる恐れがあるなど、大きな課題を抱えながらまちづくりの舵取りをし

ていく必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響による「ニューノーマル」の定着など暮らしや価値観が

多様化し、公園緑地などオープンスペースへのニーズの高まりやグリーンインフラといった都市の

構造を含めた緑の持つ機能の活用、評価が進められています。 

そうした中、本市の緑が持つ機能が一層大きな役割を果たし、木曽川や東部の丘陵地にある水辺

や森林、田園地帯など骨格となる緑を将来にわたって継承し、人とのつながりを深める多彩な交流

の場として賑わいの起点となるとともに、居心地が良く、豊かに暮らせ、愛着を感じる場となる必

要があります。 

さらに、緑の量的な増加や維持管理のみならず、魅力的な緑がどうあるべきか、その姿を官民が

連携して描きつつ、民間のノウハウ等を活用しながら時代のニーズに合った緑をマネジメントする

ことも必要です。 

本市において緑は、「歴史」、「文化」、「景観」、「交流」を構成する要素の一つであり、市民ととも

に「緑のまちづくり」に取り組み、誰もが緑を身近に感じ、豊かに暮らすまちの実現に向け、緑に

関する施策展開の基本理念のテーマを以下のとおり掲げます。 

 

 

 

  

 
 
 

水と緑、人とが織りなす 

心豊かでうるおいあるまち 犬山 

 

基本理念のテーマ 
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２ 緑の将来像 

基本理念の下、本市の「骨格（軸）となる緑」と「拠点となる緑」を中心に緑をつなぐとともに、

緑により人や都市をつなげ、あるべき緑を未来につなぐため、緑の将来像を示します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨格となる緑  拠点となる緑 

東部の丘陵地に広がる緑 

木曽川の河川軸 

主な河川軸 

●豊かな自然環境の積極的な保全に努めます。 

河川沿いの緑、並行する歩行者空間などにより、連続的 

かつ一体的な緑の空間を形成します。 

まちなかゾーン（まちなかの緑） 

田園集落ゾーン（まちなか周辺の緑） 

森林・里山ゾーン 

土地利用検討エリア 

●都市的土地利用との調整を図りつつ、今ある緑の保全に 

努めます。 

 
自然・レクリエーション拠点 

●自然とのふれあいや健康づくり、アウトドア 

など多彩な交流・活動の場として活用します。 

桜の拠点 

主要な緑の拠点 

●身近な憩いや交流の場として、市民やコミュ 

ニティを中心に様々な用途で活用します。 

代表的な歴史文化資源 

■図 緑の将来像 
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第５章 基本方針と緑の配置方針 

１ 基本方針 

緑の将来像の実現に向け、前編で整理した基本的課題を踏まえて緑の基本方針を定めます。 

  

●未来につなぐ緑 

・木曽川や東部の丘陵地を中心とする本市の骨格とな

る緑を背景に、各地域の歴史・風土、土地利用や地

域のまちづくりの考え方に応じて形成された緑を

保全し、次の世代に継承します。 

・行政、市民、企業等が環境配慮意識を共有し、協働

して人と自然が共生する都市環境の創出を図り、環

境負荷の少ない、低炭素、循環型社会の形成を目指

します。 

●安全をつなぐ緑 

・近年の自然災害の激甚化を踏まえ、まとまった広が

りを持つ緑を豪雨時の浸水、土砂の流出を抑制する

グリーンインフラとして保全します。 

・緑やオープンスペースが非常時に有効的に機能する

ように管理し、保全します。 

環
境
保
全
機
能 

●木曽川及び東部の丘陵地を中心とする

本市の骨格となる緑・自然空間の保全 

●市街化調整区域の農地と市街化区域の

生産緑地地区の保全・維持 

●市民・事業者などの緑に関する意識の向

上・普及啓発 

●情景をつなぐ緑 

・犬山城など市を代表するランドマーク、歴史文化資

源にあるまとまりのある緑とともに、それらにまつ

わる祭や行事など地域固有の歴史文化を感じられ

る景観を維持します。 

・河川やため池、田園、里山をはじめとする豊かな自

然環境を保全し身近にある市街地の公園緑地や街

路樹など都市と自然が共生する景観の質を高め、潤

いとゆとりを感じられる都市を目指します。 

 

防
災
機
能 

●災害リスクを低減する緑の保全 

●公園緑地などオープンスペースによる

防災機能の確保 

景
観
形
成
機
能 

●地域特性や歴史的風致を背景とした郷

土景観の保全 

●都市景観の向上に寄与する緑の保全 

●豊かな自然とのふれあいの場やレクリ

エーションの場となる緑の保全・創出 

●市街地や各拠点における身近な公園緑

地・オープンスペースの充実 

●公園緑地等の適正な維持管理と魅力の

向上 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
機
能 

●人をつなぐ緑 

・自然とふれあう体験学習や健康づくり、スポーツ、

アウトドアなどのレクリエーションによる憩いや

学び、遊びといった様々な活動を通じて、多彩な交

流の場となる緑を保全・創出します。 

・公園緑地や広場等のオープンスペースを保全・活用

し、人やコミュニティをつなぐ居心地の良い憩いの

場を形成します。 

基本的課題の整理 基本方針 
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２ 方針体系と SDGs 

 設定した基本方針及び緑の配置方針に基づき、緑の将来像の実現に向けて基本的課題を解決す

るための具体的な施策を推進していきます。 

これから取り組む施策は、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献するものとして捉え、

SDGsの理念を踏まえ、17のゴールを意識した取り組みを展開していくこととします。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       水と緑、人とが織りなす 心豊かでうるおいあるまち 犬山 

心豊かでうるおいあるまち 犬山 

 

基本理念 

        安全をつなぐ緑 基本方針② 

①水源涵養、雨水や土砂流出などの防止機能を有する東部の丘陵地に広が

る森林 

②災害時にオープンスペースとして機能する都市公園等 

③大雨の際に雨水の一時貯留機能を持つ広がりのある農地やため池 

配置方針 

守る 

創る 

守る 

        情景をつなぐ緑 基本方針③ 

①豊かな自然環境を背景とした郷土景観 

②身近な暮らしに息づく郷土景観 

③歴史風土が息づく郷土景観 

④市街地における景観 

配置方針 守る 育む 

守る 育む 

守る 育む 

創る 育む 

        人をつなぐ緑 基本方針④ 

①自然・レクリエーション拠点 

②桜と緑の拠点 

③拠点を結ぶネットワーク 

配置方針 育む 

創る 

①木曽川や東部の丘陵地に広がる緑 

②歴史風土を取り巻く緑 

③まとまりのある農用地と生産緑地 

④居住・都市機能と緑の調和 

守る 

守る 

育む 

守る 

創る 

配置方針 

        未来につなぐ緑 基本方針① 

創る 

育む 

育む 
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３ 緑の配置方針 

緑の基本方針や緑の配置状況を踏まえ、主要な系統別の緑の配置方針を定めます。 

１）未来につなぐ緑の配置方針 

①木曽川や東部の丘陵地に広がる緑 

・本市の北部を流れる木曽川や東部の丘陵地に広がる森林などは、本市の骨格を形成する緑であ

り、優れた自然環境を有し、多様な動植物の生息・生育地である生物多様性を確保する緑とし

て機能していることから、これらの適切な保全に努めます。 

②歴史風土を取り巻く緑 

・犬山城周辺をはじめ、東之宮古墳や青塚古墳、尾張冨士、大縣神社などの歴史文化資源がある

場所は、普遍的な価値があり、自然環境にも優れることから、周辺の緑と一体的に管理し、保

全に努めます。 

③まとまりのある農用地と生産緑地 

・まとまりのある農用地は、農業生産の基盤であるとともに、防災や景観など多面的な役割を担

うことから、鉄道駅や幹線道路沿いなど既存ストックを活かした都市的土地利用との調整を図

りつつ、無秩序な開発を抑制し、保全・活用に努めます。また、生産緑地は、今後、都市的な

活用により減少する可能性があることから、新たな生産緑地を決定するなど市街地の身近な緑

の維持に努めます。 

④居住・都市機能と緑の調和 

・公園緑地や街路樹、学校など公共空間の緑を適切に保全するとともに、住宅地の植栽や工場や

駐車場の緩衝緑地など民有地の緑化を促進し、多様な主体が連携・協働を図りながら、居住・

都市機能と緑が調和する環境負荷の少ない都市形成を目指します。 

 

  ① 

東部丘陵の森林 

④ 

② 

③ 

面的な広がりを持つ農地 

木曽川犬山緑地 

大縣神社の梅園 



基本理念と基本方針 50 

２）安全をつなぐ緑の配置方針 

①水源涵養、雨水や土砂流出などの防止機能を有する東部の丘陵地に広がる森林 

・東部の丘陵地に広がる森林は、良質な水の安定供給の観点から、適切な管理を促進しつつ、土

砂の流出、崩壊、その他山地災害を防備する森林は、それらの機能の維持増進を図る森林とし

て整備し、保全に努めます。 

②災害時にオープンスペースとして機能する都市公園等 

・市街地にある都市公園や児童遊園、ちびっこ広場、生産緑地などのオープンスペースは、火災

時の延焼遮断帯や身近な避難場所としても機能することから、適切に管理し、保全します。 

③大雨の際に雨水の一時貯留機能を持つ広がりのある農地やため池 

・まとまりのある農地は、雨水の洪水調節機能及び貯留機能を持つことから、土地利用との調整

を図りながら保全に努めます。また、丘陵地にあるため池も同様の機能を持つことから周辺緑

地と一体的に適切に管理します。 

 

  

内田防災公園 市東部の里山集落 

（土砂の流出を防ぐ斜面緑地） 

 

 

洪水調整機能を有する 

河川敷の緑地と農地 

② ① 

③ 

② 



基本理念と基本方針 51 

３）情景をつなぐ緑の配置方針 

①豊かな自然環境を背景とした郷土景観 

・木曽川や東部の丘陵地に広がる雄大な自然のほか、桜並木がある五条川などの河川、入鹿池を

はじめ丘陵地帯に数多く分布するため池群、まとまった農地が広がる田園地帯などの緑、自然

環境は、地域を代表する郷土景観を形成していることから、適切に管理し、保全に努めます。 

②身近な暮らしに息づく郷土景観 

・河川沿いの桜並木、集落地周辺にある田園地帯、社寺林や景観重要樹木、国指定天然記念物ヒ

トツバタゴ自生地などの里山の樹林地は、身近な暮らしに息づく郷土景観であり、生態系への

配慮を意識しながら、ゆとりをもたらしてくれる景観資源として管理し、保全に努めます。 

③歴史風土が息づく郷土景観 

・犬山城をはじめ、江戸時代の町割りを残す城下町の町並みや、東之宮古墳、青塚古墳、尾張冨

士や大縣神社などの地域固有の歴史文化資源は、それら周辺にある緑とともに、市を代表する

ランドマークや眺望の視点場となっており、それらの景観資源が埋もれてしまわないよう、地

域の歴史情緒を維持します。 

④市街地における景観 

・商業業務地や工業地、住宅地では、植栽など民有地の緑と公園緑地や街路樹など公共空間の緑

が一体となり、地域特性や地域文化との調和に配慮しながら、官民が協力して賑わいや潤いを

感じる質の高い景観形成を目指します。 

 

 

  

 

 

五条川の桜並木 

① 

② 

④ 

楽田小学校のセンダン（景観重要樹木） 

③ 

工業地の緩衝緑地 

犬山城と木曽川遊歩道 

② 
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４）人をつなぐ緑の配置方針 

①自然・レクリエーション拠点 

・栗栖地区や入鹿池・八曽地区周辺、木曽川犬山緑地、犬山ひばりヶ丘公園、羽黒中央公園、山

の田公園といった規模の大きな公園緑地、市民健康館・里山学センターの周辺は、それぞれの

環境や機能に応じて、環境学習や健康づくり、スポーツ、アウトドアなど憩いや学び、遊びと

いった多彩な交流活動を支える自然・レクリエーション拠点として、多様化するニーズを踏ま

えながら、官民が連携して活用を進めます。 

②桜と緑の拠点 

・市民の憩いの場所として中島池を桜の拠点として整備するほか、遊歩道や自然歩道の活用につ

いて周知・啓発します。 

・既存の公園施設を適切に管理・保全しつつ、より一層市民に親しまれる憩いの場の形成を目指

します。また、公園緑地が不足している市街地にあっては、地域のニーズを踏まえながら必要

に応じて配置を検討します。 

③拠点を結ぶネットワーク 

・自然・レクリエーション拠点や桜の拠点、緑の拠点などを有機的に結ぶ東海自然歩道や尾張広

域緑道をはじめとする里山や河川沿いにある歩道や緑道などは、広域的な交流ネットワークを

形成しており、関係機関と連携しながら適切に管理するとともに、利活用を促進します。 

 ① 

栗栖園地 

③ 

尾張広域緑道 

② 

入鹿池の桜並木 

① 
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４ 総合的な緑の配置方針図 

緑が持つ環境保全機能、防災機能、景観形成機能、レクリエーション機能の各系統別の緑の配置

方針に基づき、総合的な緑の配置方針図を示します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 総合的な緑の配置方針図 
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第６章 目標水準 

基本理念及び緑の将来像の実現に向けて設定した緑の配置方針を達成するために、定量的または

定性的に目指すべき目標水準を以下に定めます。 

設定した目標水準は、計画期間中に取り組む各種施策を推進しながら、計画の目標年次（令和 12

年度（2030年度））での達成を目指します。 

１）基本目標 

目標 
従前値 

（基準時点） 

目標水準 

（2030年度） 

公園、緑地、農地、山林など様々な「緑」を 

とても身近に感じている市民の割合 

41.4% 

（2021年） 
増加 

２）緑地の保全に関する目標水準 

目標 
従前値 

（基準時点） 

目標水準 

（2030年度） 

農用地内耕作放棄地の面積 
6.7ha 

（2021年） 
減少 

森林保全のための整備活動への参加者数 
334名/年 

（2019年） 
増加 

防災重点農業用ため池の耐震補強対策 
11箇所 

（2022年） 
全ての対策完了 

３）緑化推進に関する目標水準 

目標 
従前値 

（基準時点） 

目標水準 

（2030年度） 

緑化に関するイベント・講座等の参加人数 
229名/年 

（2022年） 
増加 

都市公園等オープンスペースの面積 
77.0ha 

（2022年） 
増加 

木曽川（内田地区）河川空間の再整備 
－ 

（2022年） 
整備完了 

民間活力を導入した公園の再整備等 
－ 

（2022年） 
1箇所以上 



 

第３編 緑地の保全及び緑化推進の施策 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑地の保全及び緑化推進の施策 
 



 

第３編 緑地の保全及び緑化推進の施策 39 
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第７章 緑の施策 

緑の将来像の実現に向けて、基本理念から配置方針に基づく施策の展開を以下に示します。 

 

 

 
  ①木曽川や東部の丘陵地に広がる緑 

   －国定公園の維持・保全 

   －里山、水辺の保全・活用 

   －生物多様性の保全 

  ②歴史風土を取り巻く緑 

   －歴史的風致の維持・向上 

  ③まとまりのある農用地と生産緑地 

   －農用地の保全・活用 

   －生産緑地地区の追加・保全 

  ④居住・都市機能と緑の調和 

   －多様な主体による都市緑化の推進 

 

  ①水源涵養、雨水や土砂流出などの防止機能を有する東部の丘陵地

に広がる森林 

   －東部の丘陵地に広がる森林の保全 

   －市民協働による森林の保全 

  ②災害時にオープンスペースとして機能する都市公園等 

   －災害時に機能するオープンスペースの確保 

  ③大雨の際に雨水の一時貯留機能を持つ広がりのある農地やため池 

   －洪水被害を抑制・防止する農地の保全 

   －ため池等の安全性向上 

 

  ①豊かな自然環境を背景とした郷土景観 

   －木曽川景観の保全・活用 

   －東部の丘陵地における自然景観の保全 

  ②身近な暮らしに息づく郷土景観 

   －田園集落、里山景観の保全 

   －景観重要樹木の維持・保全 

  ③歴史風土が息づく郷土景観 

   －歴史的な町並み景観の形成 

   －歴史文化資源と一体となった周辺環境の保全 

  ④市街地における景観 

   －市街地における景観形成 

   －木曽川河畔（内田地区）での新たな賑わいの創出 

 

  ①自然・レクリエーション拠点 

   －自然環境を活かした体験、イベント、講座等の充実 

   －都市公園等の活性化 

  ②桜と緑の拠点 

   －桜の管理と拠点整備 

   －都市公園等の維持・確保 

  ③拠点を結ぶ水と緑のネットワーク 

   －木曽川沿いや尾張広域緑道の利活用促進 

   －東海自然歩道や河川沿いの遊歩道等の利活用促進 

基本方針１ 
 

未来 

につなぐ緑 

配置方針と施策 基本理念 基本方針 

基本方針２ 
 

安全 

をつなぐ緑 

基本方針３ 
 

情景 

をつなぐ緑 

基本方針４ 
 

人 

をつなぐ緑 

水
と
緑
、
人
と
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織
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す 
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１ 具体的な緑の施策 

 緑の配置方針に基づき展開していく具体的な施策を示します。 

 

 

 

配置方針① 木曽川や東部の丘陵地に広がる緑 
 

施策 施策の方向性 

国定公園の維持・保全 ○国や県との連携を図りながら飛騨木曽川国定公園（犬山地域）の

指定を継続し、栗栖・今井の里山や木曽川、八曽自然休養林、入

鹿池などの景勝地を保全します。 

里山・水辺の保全・活用 ○里山環境の保全のため農業従事者や市民等との協働により適切

な維持管理に努め、田園風景との調和を図るとともに、人とひと、

人と自然がふれあい、交流する場として活用します。 

○ため池や河川など身近な水辺やビオトープを適切に維持管理す

るとともに、多様な動植物が生息・生育できる良好な自然、水環

境の保全に努めます。 

生物多様性の保全 ○生物多様性を保全し、次世代に継承するため、犬山里山学センタ

ーを拠点とした環境体験学習等の講座やイベントの開催など、市

民・事業者へ周知・啓発を図ります。 

 

配置方針② 歴史風土を取り巻く緑 

 

施策 施策の方向性 

歴史的風致の維持・向上 ○歴史的建造物や地域の伝統文化、祭礼行事等は、それらを取り巻

く緑や周辺環境と一体となった歴史的風致の維持・向上を図り、

次世代への継承を図ります。 

 

配置方針③ まとまりのある農用地と生産緑地 

 

施策 施策の方向性 

農用地の保全・活用 ○農業従事者、土地所有者、市民との連携・調整を図り、農用地の

保全に努めながら適切な土地利用を図ります。 

○就農者等の育成・支援を行うことで遊休農地の発生を抑制し、老

朽化する土地改良施設の適切な維持・保全を図ります。 

生産緑地地区の追加・保全 ○市街化区域内の良好な都市環境の形成に役立つ農地を生産緑地

に追加するとともに、今ある生産緑地の適正な管理を促します。 

 

配置方針④ 居住・都市機能と緑の調和 

 

施策 施策の方向性 

多様な主体による都市緑化

の推進 

○「あいち森と緑づくり事業」の活用など行政、市民、事業者等の

多様な主体が連携し、自己の敷地内における緑化を推進します。 

基本方針１ 未来につなぐ緑 
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配置方針① 水源涵養、雨水や土砂流出などの防止機能を有する東部の 

丘陵地に広がる森林 
施策 施策の方向性 

東部の丘陵地に広がる森林

の保全 

○東部の丘陵地に広がる水源涵養機能や山地災害防止機能を有す

る緑豊かな森林の適切な保全に努めます。 

市民協働による森林の保全 ○森林環境譲与税を活用し、市民が行う森林保全のための整備活動

を支援します。 

 

配置方針② 災害時にオープンスペースとして機能する都市公園等 
 

施策 施策の方向性 

災害時に機能するオープン

スペースの確保 

○身近な公園緑地や広場等のオープンスペースを一時的な避難や

自主防災組織の集合場所に利用するなど、災害の種類に応じた活

用を図ります。 

○火災時の延焼遮断帯としての機能を有する公園緑地や広場等の

ほか、生産緑地など市街地におけるまとまりのある緑の保全に努

めます。 

 

配置方針③ 大雨の際に雨水の一時貯留機能を持つ広がりのある農地や 

ため池 
施策 施策の方向性 

洪水被害を抑制・防止する

農地の保全 

○河川周辺にまとまって広がる農地は、市街地への浸水抑制や水流

を減衰する緩衝帯として機能することから、特に浸水被害が想定

される区域での無秩序な土地利用を抑制し、適切に維持・保全を

図ります。 

ため池等の安全性向上 ○農業用施設である防災重点農業用ため池において洪水被害の抑

制・防止を目的とした洪水調節機能を持たせる改修や耐震性を向

上する対策を県と連携して進めます。 

 

  

基本方針２ 安全をつなぐ緑 
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配置方針① 豊かな自然環境を背景とした郷土景観 
 

施策 施策の方向性 

木曽川景観の保全・活用 

 

○犬山城周辺に見られる緑豊かな自然と木曽川との調和により形成

される美しい景観を適切に保全・管理するとともに、対岸からの眺

めも意識しながら各務原市との広域連携を推進します。 

東部の丘陵地における自然

景観の保全 

○緑豊かな森林や里山、入鹿池などに代表される自然が地域の財産

となるよう、各種の法制度などを活用して守り育み、遠方からの眺

めに留意した景観形成を進めます。 

 

配置方針② 身近な暮らしに息づく郷土景観 
 

施策 施策の方向性 

田園集落・里山景観の保全 ○集落の周辺に広がる里山や田園風景、五条川や新郷瀬川沿いに見

られる桜並木などの自然景観と、その周辺に残る歴史景観との調

和の中で今ある景観を保全し、阻害要因を取り除きつつ、新たな魅

力を付加するなど景観の底上げを行います。 

景観重要樹木の維持・保全 ○地域の良好な景観を守り育む観点から後世に残したい樹木を景観

重要樹木に指定することにより、適切に維持し保全します。 

 

配置方針③ 歴史風土が息づく郷土景観 
 

施策 施策の方向性 

歴史的な町並み景観の形成 ○犬山城下町では、歴史的な趣のある建築物や社寺などにある樹木

等の適切な管理に努め、建築物等の修景を進めながら城下町にふ

さわしい町並み景観を形成します。 

○歴史と緑が調和した町並み景観が埋もれることがないよう、建築

物の高さや屋外広告物の規制を検討します。 

歴史・文化資源と一体とな

った周辺環境の保全 

○ランドマークとなる歴史文化資源の周辺にある樹林地等の環境

は、その価値や魅力の維持に影響するため、それらを一体的に保

全・管理し、景観を阻害する要素は、その改善等に努めます。 

○案内板や公共施設の整備は、周辺環境との調和に配慮します。 

 

配置方針④ 市街地における景観 
 

施策 施策の方向性 

市街地における景観形成 ○駅周辺や幹線道路沿いの地域では、賑わいのある活気に満ちた景

観形成を進めるとともに、住宅地や工業等の敷地内では地区計画

制度を活用するなど緑化を促し、道路、公園など公共空間と一体と

なった質の高い、うるおいある景観形成を図ります。 

木曽川河畔（内田地区）で

の新たな賑わいの創出 

○木曽川の良好な景観を活用した居心地がよく、歩きたくなるウォ

ーカブルな空間を形成し、新たな賑わいを創出します。  

基本方針３ 情景をつなぐ緑 
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配置方針① 自然・レクリエーション拠点 

 

施策 施策の方向性 

自然環境を活かした体験、

イベント、講座等の充実 

○栗栖地区や入鹿池周辺の自然環境を活用し、アウトドアや自然体

験、スポーツ観光、ツーリズムなどのイベント開催等を多様な主体

が連携して取り組みます。 

○市民健康館や里山学センターを中心に、周辺の里山などを活かし

た健康づくりや環境学習講座等を市民が参加しやすい工夫を講じ

ながら充実を図ります。 

都市公園等の活性化 ○官民連携を行うことで魅力が向上する可能性が高い公園緑地にお

いて、アウトドアやアーバンスポーツなどができる施設、飲食等の

便益施設など、公園利用の多様化するニーズに対応した改修や再

整備を民間事業者との対話を踏まえて進めます。 

○指定管理者制度を導入している羽黒中央公園は、市民のスポーツ、

レクリエーション活動の支えとなる施設として、その機能や利便

性の充実を図ります。 

 

配置方針② 桜と緑の拠点 

 

施策 施策の方向性 

桜の管理と拠点整備 ○道路や河川沿いなどにある桜は、生育する場所に応じ、倒木など

による被害が生じないよう安全性を最優先に景観に配慮した維

持管理を行います。 

○中島池周辺においては、既存の桜を適切に維持管理し、桜の拠点

として新たな憩いの場の形成に向けた取り組みを進めます。 

都市公園等の維持・確保 ○市民協働など地域の力を活かした身近な公園緑地の維持管理に

努め、住民の公園に対する愛着を高めます。 

○公園緑地が不足する市街地においては、地区計画や民間開発によ

る都市公園等の確保を進めます。 

 

配置方針③ 拠点を結ぶ水と緑のネットワーク 

 

施策 施策の方向性 

木曽川沿いや尾張広域緑道

の利活用促進 

○木曽川沿いの遊歩道やサイクリングロード、尾張広域緑道は、国

や県、関係市町と連携を図りながらコースマップを作成するなど

ＰＲ活動を行い、広域的な利活用を促進します。 

東海自然歩道や河川沿いの

遊歩道等の利活用促進 

○河川沿いや里山にある遊歩道、自然歩道は、自然と触れ合う場と

して、県と連携しながら案内板やトイレなど施設等の整備、管理

を行うとともに、ウォーキングマップやガイドマップによるＰＲ

活動を行い、市民の交流や健康づくりに繋げます。 

基本方針４ 人をつなぐ緑 
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２ 重点施策 

本計画において、計画期間中に重点的に取り組む施策を重点施策として、以下の取り組みを推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策❶ 

重点施策❶ 

農業の担い手確保・育成 

●認定農業者等への農地集積・集約の促進や規模拡大

に必要な支援の実施 

●小規模農家や新規就農者等の担い手確保・育成のた

め、農業講座の実施など各種支援の実施 

重点施策❶ 

重点施策❷ 

防災重点農業用ため池の耐震補強対策等 

●人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある防災重点

農業用ため池の耐震補強対策 

●都市化の進展や遊水機能のある農地の減少などによ

り不足する排水能力を改善するための水路改修 

重点施策❶ 

重点施策❹ 

都市公園等の魅力向上に向けた官民連携 

●官民対話を通した対象公園のポテンシャル把握、実現可

能な事業スキームの検討 

●プロポーザルによる事業者公募の実施 

●Ｐａｒｋ-ＰＦＩや設置管理許可制度等による民間活力

を導入した公園施設の再整備 

重点施策❶ 

重点施策❸ 

木曽川河川空間活性化（内田地区） 

●かつて日本八景に選ばれた木曽川河畔の価値の再構

築・創造を目指した歩行空間の再整備 

●再整備に向けた現況調査やワークショップ、実証実

験の実施 

●プレイスメイキング、エリアマネジメントの導入 イメージ 

施工例 
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第８章 実現化方策 

１ 基本方針等の実現に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 計画の進捗管理 

本計画の進捗管理は、都市計画マスタープランと連動した点検、評価及び見直しを実施するため、

犬山市都市計画マスタープランの進捗管理と同様に実施します。 

 

（１）市民・事業者等との連携による取組みの推進 

計画の実現に向けて設定した緑地の保全及び緑化推進の施策を着実に推進し、緑の保全と創出

をするために、市民や事業者など様々な主体が個々に取り組むだけではなく、それぞれがお互い

に連携しながら取組みを進めます。 

（２）国・愛知県等との連携による取組みの推進 

緑は公園・緑地だけではなく、森林や河川、道路の街路樹など多岐にわたり、本市だけでなく、

国や県にも協力を求める必要があります。本計画に掲げる施策を着実に実行するため、国や愛知

県など関係機関や近隣都市との連携を図りながら計画を推進します。 

 

（３）各主体の役割を明確にした取組みの推進 

 市民・事業者等は身近な緑の保全と創出に努め、行政が推進する取組みに協力していきます。 

 行政は、組織横断的に関係各課と連携し、計画目標の達成に向けて着実に取組みを推進してい

きます。また、市民・事業者等への周知・啓発して活動を促進するとともに、活動を支援します。 

 

 


